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（別紙２）メイプルＡＭプラン設計業者選定に伴う民間提案について 

 

１ 事業者選定の概要 

(1) 市は、メイプルＡＭプラン設計業務を受託しようとする者からの提案を元に、コンセプ

ト実現の可能性やプランの設計能力、業務委託費用の妥当性等を審査し、設計業者を選定

すること。 

(2) メイプルＡＭプランの設計業者を選定する民間提案制度は、民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第６条の規定によらない

ものとすること。 

 

２ 提案の前提等 

(1) 参加登録者は、メイプルＡＭプラン設計業務の成果品となる「メイプルＡＭプランによ

るメイプル活用イメージ図【公表用】」及び「メイプルＡＭプラン概要版」のドラフトと

なる資料により提案すること。 

 (2) 「メイプルＡＭプランによるメイプル活用イメージ図【公表用】」のドラフトは、Ａ４

版１頁とすること。 

(3) 「メイプルＡＭプラン概要版」のドラフトには、下表に掲げる項目に関する記述を含め

ること。 

No. 項目 

１ メイプル活用の基本コンセプト 

２ 奥州市や施設、周辺環境等に対する印象、現状分析等 

３ 設備改修に関すること。 

４ 施設の運営方法、運営資金調達等に関すること。 

５ 市の費用負担に関すること。 

６ 施設の価値向上及び将来の民間譲渡に関すること。 

７ 短期的・長期的スケジュールに関すること。 

８ 地域の活性化や人材育成に関すること。 

９ その他まちの賑わい創出に関すること。 

10 業務委託費用（見積額） 

 (4) 提案書は、参加登録者の著作権、知的財産権その他ノウハウを保護するため、(2)の資

料を除き、原則非公開とすること。 
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３ 参加手続等 

 (1) 提出書類 

No. 提出書類 様式 提出部数 提出方法 提出期限 

1-1 現地説明会申込書 第１号 １部 持参又は郵送

（必着） 

令和６年 

３月13日（水） 

午後５時まで 

2-1 質問書 第２号 １部 電子メール ３月25日（月） 

午後５時まで 

3-1 参加登録申込書 

・ 会社等の所在地、名称等 
・ 会社等の概要 
・ 業務実績 

第３号 各１部 持参又は郵送

（必着） 

４月26日（金） 

午後５時まで 

 

3-2 証明書等（３か月以内に発

行したもの） 

・ 法人にあっては、履歴事
項全部証明書（商業・法人
登記） 

・ 商号登記をしている個人
にあっては、履歴事項全部
証明書（商業登記） 

・ 商号登記をしていない個
人にあっては、身分証明書
の写し 

・ 直近の決算年度の財務諸
表（貸借対照表、損益計算
書）（写し可） 

・ 直近年の納税証明書 

所定 

4-1 提案書提出届 第４号 １部 持参又は郵送

（必着） 

５月10日（金） 

午後５時まで 

4-2 提案書 

・ 「メイプルＡＭプラン概
要版」及び「 メイプルＡＭ
プランによるメイプル活用
イメージ図」のドラフトに
より作成すること。 

・ Ａ４サイズを基本とし、
１者１案とすること。 

・ アピールポイント等を明
確にし、簡潔でわかりやす
い内容とすること。 

任意 一式の資料

とし、書面

で10部、電

子データで

１部 

持参又は郵送

（必着）。電

子データは電

子メール又は

クラウドスト

レージ上での

データ共有に

よる。 

4-3 実施体制等調書 第５号 

4-4 見積書 任意 

※１ 持参による提出は、平日の午前９時から午後５時までの間とすること。 

   ※２ 期限内に提案書等の提出がない場合は、参加を辞退したものとみなすこと。 

※３ 提出された書類は、原則返却しないこと。 
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４ 選定方法 

(1) 業務実施者の候補者の選定は、メイプルアセットマネジメントプラン設計業務審査委員

会（以下「審査委員会」という。）による審査において決定するものとする。 

(2) 審査会は、非公開とする。 

 (3) 審査項目、評価内容等は、下表のとおりとする。 

審査項目 評価内容 配点 小計 

(1) 提案書 

【60】 

市のビジョン「市街地の賑わい創出」の実現が

期待できるコンセプト設定か ／10 

／60 

コンセプトのインパクトや独創性は評価できる

か ／10 

プランのドラフトは、コンセプトの実現性が期

待できるものか ／10 

健全性や持続可能性が見込まれる提案内容か 

／10 

市の財政負担の抑制や資金調達が期待できる提

案内容か ／10 

将来的な民間譲渡に向け、施設の価値向上が期

待できる提案内容か ／10 

(2) プレゼンテ

ーション 

【10】 

業務や課題を理解し、説明等が分かりやすいか 

／5 

／10 
ビジョン実現に対する熱意等が感じられるか 

／5 

(3) 実施体制等 

【10】 

人員配置・体制等は適当か 

／5 

／10 
類似業務に対する実績はあるか 

／5 

(4) 見積金額 

【20】 

適切な積算根拠に基づいているか 

／10 

／20 
金額的な優位性や費用対効果が見込まれるか 

／10 

合計 ／100 

(4) 合計得点が総得点の６割を下回るときは、選定の対象としないものとする。 

 (5) 審査会で選定された設計業者の候補者は、協議の上、市と連携協定を締結すること。 

(6) 本件業務の委託契約は、当該業務委託に係る予算を確保した上で締結すること。 
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５ プレゼンテーションの実施 

 (1) 実施日時 

   令和６年５月中旬（日程未定） 午前10時から午後４時まで（予定） 

 (2) 実施場所 

   奥州市内で市長が指定する場所 

   ※ オンライン会議ツール等で実施する場合あり 

 (3) 実施時間 

   １者につき40分程度（プレゼンテーションを20分、質疑応答を20分程度）とする。 

   ※ プロジェクター及び大型モニターが必要となる場合は市が準備したものを使用し、

パソコン等の機器は持参すること。 

 (4) プレゼンテーション 

ア 内容は非公開とし、すべて録音するものとする。 

  イ 提案書に基づき行うこととし、追加の提案や資料配布等はできないものとする。 

  ウ 出席者は、３名までとする。 

  エ ２者以上からの提案書の提出があった場合、プレゼンテーションの順番は提案書の提

出順とする。 

 

６ 参加登録者の失格 

  参加登録者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 (1) 参加資格を満たさなくなった場合 

 (2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 (3) 審査の公平性に損害を与える行為があった場合 

 (4) 参加登録者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

 (5) 提案に当たり著しく信義に反する行為があり、審査委員会が失格を認めた場合 

 

７ 民間提案に関する経費 

  民間提案に関する経費は、すべて参加登録者の負担とする。 

 

８ 審査結果の通知・公表 

 (1) 審査委員会の審査結果は、すべての参加登録者に書面により通知するものとする。 

 (2) 設計業者候補者の選定後、民間提案による選定過程の公正性、透明性及び客観性を確保

するとともに、市民に対する説明責任を果たすため、市公式ホームページや広報等を活用

して審査結果等を公表するものとする。この場合において、公表する事項は、次に掲げる

ものとする。 

ア 業務等名称 

イ 選定した候補者の名称及び住所 

ウ 参加登録者の名称（五十音順に記載） 

エ 参加登録者の得点（点数順に記載。ただし、参加登録者が２者の場合、次点者の得点

は、公表しない。） 

オ メイプルＡＭプランによるメイプル活用イメージ図 

カ その他要領で定めた公表事項 

(3) 契約の締結又は実施事業者候補者の選定に至らなかったときは、その旨を公表するもの
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とする。この場合において、前項に掲げる事項は、原則として公表するものとする。ただ

し、再度の募集を行う場合など、公表することにより、以降の手続に支障が生ずるおそれ

があるときは、公表しないことができる。 

(4) 設計業者候補者の選定に係る情報の開示請求等については、奥州市情報公開条例（平成

18年条例第17号）第７条各号に掲げる非開示情報を除き、原則開示するものとする。なお

、開示対象文書及び開示基準については、下表のとおりとする。 

【凡例】○：開示、△：部分開示※１、×：非開示  

開示対象文書の名称 

開示基準 

候補者選定前又は

契約締結前  

候補者選定後又は

契約締結後（辞退

者を除く。） 

事業提案に関

する書類  
参加意思表明書  × ○ 

企画提案書  × △※２ 

実施体制、配置予定調書等  × △※２ 

価格提案書、見積書等  × △※２ 

法人等の資格

に関する書類  
会社等組織図、会社等概要等  × ○ 

登記事項証明書等  × ○ 

業務実績書等  × △※２ 

財務諸表、納税証明書等  × △※２ 

仕様書、募集要項等  ○ ○ 

事業者を選定するための評価項目、配点等  ○ ○ 

審査結果、採点表等  × △※３ 

審査委員会  
委員名簿  × △ 

議事内容の記録  × △ 

※１ 「△：部分開示」とは、奥州市情報公開条例第７条各号に規定する非開示情報を

除く情報を開示することをいう。 

※２ 参加登録者から非開示を求める部分がある場合には、事前に具体的な理由を記載

した文書の提出を求めるものとし、当該事由の該当の有無については、市において判

断するものとする。 

※３ 審査結果、採点表等は、審査委員が特定できない形での開示とする。 

 

 

 

 

 


